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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプラントの長手方向（７ｃ）に延在する一つまたはそれ以上の外表面（７ａ，７ｂ
）を含むインプラントであって、前記外表面のうちの少なくとも一つがねじ切りされた表
面（７ａ）を含む場合において、少なくとも前記ねじ切りされた表面が少なくとも
　ａ）波形が実質的に前記長手方向に延在する第一波形パターン（１）を持つトポグラフ
ィ、及び
　ｂ）波形が実質的に前記長手方向に延在する第二波形パターン（３）を持つトポグラフ
ィ、
を含むこと、酸化法、ショットピーニング法、及びエッチング法のうちの少なくとも一つ
によって前記トポグラフィの上に更なる層（５）が与えられていること、及び外表面の少
なくとも一つは、その長手方向に沿って異なる波形パターンおよび層の組合せを与えられ
ていることを特徴とするインプラント。
【請求項２】
　前記第一波形パターンが７５ないし２５０μｍの波長を有することを特徴とする請求項
１に記載のインプラント。
【請求項３】
　前記第二波形パターンが５０ないし１００μｍの波長を有することを特徴とする請求項
１又は２に記載のインプラント。
【請求項４】
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　切削加工方法によって前記第一波形パターン（１）及び前記第二波形パターン（３）の
少なくとも一つが与えられることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のインプラ
ント。
【請求項５】
　レーザ衝撃方法によって前記第二波形パターン（３）が与えられることを特徴とする請
求項１～４のいずれかに記載のインプラント。
【請求項６】
　前記第一波形パターン（１）が、２５ないし２００μｍの範囲の深さを有する実質的に
平行な谷またはくぼみを含むことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載のインプラ
ント。
【請求項７】
　前記第二形パターン（３）が、１０ないし７５μｍの範囲の深さを有する実質的に平行
な谷またはくぼみを含むことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載のインプラント
。
【請求項８】
　第一波形パターン（１）及び第二波形パターン（３）が規則正しいことを特徴とする請
求項１～７のいずれかに記載のインプラント。
【請求項９】
　第一及び第二波形パターンの少なくとも一つは前記長手方向（７ｃ）に沿って規則正し
く減少する波長を含むことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載のインプラント。
【請求項１０】
　第一及び第二波形パターンの少なくとも一つは前記長手方向（７ｃ）に沿って不規則に
減少する波長を含むことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載のインプラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インプラントまたはフィクスチャの長手方向の周囲に延在する一つまたはそ
れ以上の外表面を持つように設計されたインプラントまたはフィクスチャを作製するため
の方法に関する。本発明はさらに、そのような外表面を持つインプラント、およびインプ
ラントを提供するためのシステムに関する。前記システムは、それぞれのインプラントの
識別および可能な解析および／または修正のための第一部材、識別およびおそらく解析お
よび／または修正に関連するデータ情報を送信するための第二部材、および前記データ情
報の関数として、それぞれのインプラントを作製するように構成された第三部材を含む。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、とりわけ、インプラントが骨に嵌めこまれたときに、例えばチタン材の上の
多孔性酸化物層を使用して骨の成長を刺激することができるという認識に基づく。酸化物
層の構造については非常に多数の提案が行なわれており、とりわけ、本特許出願の出願人
が取得した特許および同人によって行なわれた特許出願、すなわちＳＥ９７０１８７２－
５、ＳＥ９９０１９７１－３、ＳＥ９９０１９７４－７、ＳＥ０００１２０１－３、およ
びＳＥ０００１２００２－１を参照することができる。また、非常に一般的に、ＵＳ４３
３０８９１およびＥＰ６７６１７９をも参照することができる。
【０００３】
　骨または軟組織と協力してのみ機能する、多数の公知の酸化物層の構造が提案されてお
り、かつ骨の成長を刺激する物質の担持体として機能する、多数の公知の酸化物層の構成
が提案されている。上述した特許および特許出願、ならびに同一出願人が取得した特許お
よび提出された特許出願、すなわちＳＥ９９０１９７２－１、ＳＥ９９０１９７３－９、
ＳＥ０１０２３８８－６、ＳＥ０１０２３８９－４、ＳＥ０１０２３９０－２、ＳＥ０１
０２３９１－０、およびＳＥ９７０１６４７－１を参照することができる。また、前記特
許および特許出願に示された特許、特許出願、および刊行物をも参照することができる。
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【０００４】
　インプラントの微細加工された外表面の作製は、ＳＥ９８０１１８８－５（本願と同一
出願人による）、ＵＳ５５８８８３８、ＥＰ７２０４５４、およびＥＰ４７５３５８でも
論じられている。
【０００５】
　インプラントの取付けに関連して、最適かつ高品質のインプラント結果を達成できるよ
うにするために、かなりの要件がある。様々な患者および様々な埋込み状況に利用するこ
とができる、多数のパラメータにアクセスできることが必要である。患者および施術者の
要求を考えると、様々な事例に全てのパラメータを適用することはできない。骨の質、患
者の姿勢、費用等は制限要因となり得、たとえ優れた結果を可能にする開発研究および提
案が一つの方向に動いている場合でも、様々な個々の事例において、代替的解決策を提案
し、あるいは使用する必要があるかもしれない。したがって、例えば、骨成長刺激物質を
避けながら、依然として特定の下地層と一緒に関連酸化物層を使用する必要があるかもし
れない。本発明は、とりわけこの問題を解決することを目的とし、一般市場で入手可能な
非常に広範囲の種類の構成部品および設計から選ばれた特定の選択および独自の組合せを
表す最適かつ効果的なインプラント取付具のための新規の解決策を提案する。
【発明の開示】
【０００６】
　本発明は、特定の骨、例えば顎骨におけるインプラントの効果的な組み込みを達成し、
それによって短時間で、例えばわずか１日ないし５日で、骨におけるインプラントの実質
的な安定性を達成するという発想に基づく。本発明はこの問題をも解決する。一実施形態
では、インプラントが骨、例えば顎骨から出現する部分における細菌の成長を防止するか
またはそれに対抗することが重要である。この問題も本発明によって解決される。
【０００７】
　また、コンピュータ化された機器および機械的生産機器を使用して個々の要件を識別し
、注文機能を実行し、識別されかつ注文されたインプラントを非常に高い精度で作製する
ことができる、経済的かつ効率的な生産チェーンを得る技術的に経済的な方法を見出すこ
とも必要である。本発明はこの問題も解決する。
【０００８】
　基本的に本発明に係る方法またはインプラントを特徴付けるとみなすことができる特徴
は、関係する各外表面に対して多数の生産段階が使用されることである。したがって、と
りわけ、波形が実質的にインプラントの長手方向に延在する長波パターンを持つトポグラ
フィを、切削加工によって作製することを提案する。代替的に、または追加的に、波形が
前記長手方向に延在する中間長の波形パターンを持つトポグラフィを、レーザ衝撃または
切削加工によって作製する。それは振動運動を含むかまたは使用することができる。酸化
物層を作製するために、酸化プロセスも使用する。代替的に、ショットピーニングまたは
エッチング法を使用して、ショットピーニングまたはエッチングされた層を作製すること
ができる。本発明では、前記生産段階の少なくとも二つが使用され、前記切削加工または
前記レーザ衝撃または切削加工のいずれかの後に、酸化プロセスまたはショットピーニン
グまたはエッチング法が続く。三つの生産段階を全て使用する場合、切削加工が最初に行
なわれ、その後にレーザ衝撃またはさらなる切削加工が続き、その後に今度は酸化プロセ
スまたはショットピーニングまたはエッチング法が続く。
【０００９】
　本発明に係るインプラントまたはフィクスチャは、二つの構成可能性のいずれかによっ
て特徴付けられると考えることができる。第一の場合、長波または中間長の波を持つ下部
波形パターンが表面またはその材料の上に配設され、酸化物層またはショットピーニング
層またはエッチング層が、下部波形パターンの上に配設される。長波および中間長の波は
、実質的に前記長手方向に延在する。第二の場合、長波を持つ下部波形パターンが使用さ
れ、次にそこに中間長の波の波形パターンが配設される。最後に示した波形パターンの上
に酸化物層またはショットピーニングまたはエッチング層が配設される。前記長波および
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中間長の波は、実質的に前記長手方向に延在する。
【００１０】
　各波形パターンおよび層の組合せは、実際のインプラント状況に関する一つまたはそれ
以上のパラメータの値またはデータ、例えば表面積、表面体積、ならびにＲａおよびＰＶ
値を得るように構成することが好ましい。下部波形パターンを切削加工によって確立し、
中間パターンをレーザ衝撃またはさらなる切削加工によって確立し、最上層を酸化プロセ
スによってまたはショットピーニングまたはエッチングによって確立することにより、表
面積の最適増加および／または表面体積の最適増加を備えた各表面が設計される。切削加
工によって得られる下部波形パターンの場合、このパターンは、２５ないし２００μｍ、
好ましくは５０ないし１５０μｍの範囲の深さを持つように選択された、実質的に平行な
谷またはくぼみを含む。例えば、単数または複数のねじ切りされた表面の場合、谷は、イ
ンプラントの主方向の各ねじ山の螺旋に従う。レーザ衝撃またはさらなる切削加工によっ
て確立された、下部中間波形パターンは相応して実質的に平行な谷またはくぼみを含み、
それは１０ないし７５μｍの範囲の深さおよび７５ないし１５０μｍの直径を取ることが
できる。最上部のパターンは、それ自体公知の方法で配設することができる。各外表面は
、その長手方向の広がりに沿って異なる波形パターンおよび層の組合せを持つように設計
することができる。当該骨、例えば顎骨から出現するインプラントの部分には、単数また
は複数の前記波形パターンおよび層の組合せを持つ表面に比較して、表面積または表面体
積の増加が比較的小さい波形パターンおよび層の組合せがある。
【００１１】
　基本的に本発明に係るシステムを特徴付けるとみなすことができる特徴は、導入部で示
したデータ情報が、インプラントの長手方向に延在する一つまたはそれ以上のインプラン
トの外表面の上に相互に重ねて配設される波形パターンおよび層の組合せを開始または起
動させるように設計されていることである。コンピュータ情報は、一方で切削加工による
長波を持つ下部波形パターン、またはレーザ衝撃もしくはさらなる切削加工による中間長
の波を持つ下部波形パターンを含み、かつ他方で上に載っている酸化物層を含む、第一の
波形パターンおよび層の組合せを開始させるように設計することができる。代替的可能性
では、データ情報は、切削加工による長波を持つ下部波形パターン、レーザ衝撃または切
削加工によって得られる中間長の波を持つ中間に位置する波形パターン、および上に載っ
ており、酸化プロセス、エッチング、またはショットピーニングによって得られる層を持
つ、第二の波形パターンおよび層の組合せを開始させることができる。
【００１２】
　一実施形態では、導入部で示した第一部材は、様々な骨部、例えば顎骨部を様々な波形
パターンおよび層の組合せに割り当てるように設計される。第一部材は、相互に上に重ね
て配設され、かつ前記波形パターンおよび層の組合せを持つインプラントに比較して面積
および／または体積の増加が比較的小さい二つの波形パターンだけを持つ波形パターンお
よび層の組合せに、硬骨または硬骨部を割り当てるように構成することができる。第一部
材はまた、相互に上に重ねて配設された一つまたは二つの波形パターンと、波形パターン
および層の組合せを有するインプラントの場合と比較して面積および／または体積の増加
が比較的大きい層とを持つ波形パターンまたは層の組合せに、中間的硬さの骨または骨部
分を割り当てるように構成することがもできる。第一部材はまた、相互に上に重ねて配設
された三つの波形パターンおよび層等々を有する波形および層のパターンに軟質の骨だけ
を割り当てるように構成することもできる。本発明に係るシステムのさらなる実施形態は
、システムに関する従属請求項に記載されている。
【００１３】
　上に提案したものによって、洗練された高精度の処置方法およびインプラント構成を、
多種多様な既存の骨の種類に効果的に使用することができる。骨構造に関係なく、骨形成
および治癒機能を効果的に刺激することができる。歯科医、口腔外科、歯科技師、および
機械生産を含む治療チェーン全体に、有利な構成を提供することができる。
【００１４】
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　今提示する本発明に係る方法、インプラント、およびシステムについて、添付の図面を
参照しながら以下で説明する。
　図１は、切削加工によって得られた第一の下部波形パターンの一部分の拡大線図表現を
示す。
　図１ａは、レーザ衝撃によって得られる、図１に対して拡大した第二の波形パターンの
線図表現を示す。
　図１ｂは、図１および１ａに対して拡大した、酸化によって得られる層の線図表現を示
す。
　図１ｃは、谷および山を持つねじ切りされたインプラントの部分を縦断面図で示す。
　図２は、部分的に示した顎骨内のインプラントを縦断面図で示す。
　図３は、ねじ山の外表面が、下部谷をレーザ衝撃によって得られた中間波形パターンお
よび最後に示した波形パターンの上に施与された酸化物層によって被覆するように設計さ
れて成る、インプラントの外ねじ山の部分を縦断面図で示す。
　図４は、レーザ衝撃によって確立された中間波形パターンおよび前記パターンの上に施
与された酸化物層の下に構成されたインプラントの外ねじ山の部分を、図１に対して拡大
した縦断面図で示す。
　図５は、約７５μｍの波の高さまたは波の深さを持つ波形パターンを別の尺度の縦断面
図で示す。
　図６は、切削加工によって得られ、１２５μｍの谷の深さおよび酸化物層の形の外部被
覆を持つ、波形パターンを縦断面図で示す。
　図７は、上に載っている酸化物層の第一実施形態を外側から斜めに見た斜視図で示す。
　図８は、様々な波形パターンの組合せをブロック図の形で示す。
　図９は、顎骨の様々な骨部に波形パターンを割り当てるためのシステム、およびインプ
ラントの識別、転送、および作製のための部材を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１で、インプラントのねじ山の外部分は１で示される。表面は、公知の方法で切削加
工によって、例えば旋削、フライス削り、またはショットピーニングによって作製される
基礎構造を含む。基礎構造は、長波の下部波形パターンを持つように設計される。波の長
さＡは７５ないし２５０μｍの範囲で選択される。外表面１は、図１に対して拡大して図
１ａに別個に示された第二波形パターン３により波立ちあるいはうねる。第二パターンの
波または山の波の長さＢは５０ないし１００μの範囲で選択され、波は谷またはくぼみ４
を介して接合される。この中間層はレーザ照射によって得られる。図１、１ａおよび１ｂ
に係る例示的実施形態では、波立つ外表面３に今度は、図５に別個に示され図１ｂに対し
て大きく拡大された酸化物層５から成る外層が設けられる。波形パターン１の谷の深さＣ
は２５ないし２００μｍ、好ましくは７５ないし１５０μｍの範囲で選択することができ
る。図１に係る波形パターンは実質的に規則正しく、または少し不規則にすることができ
、インプラントの主長手方向に沿って、すなわち主方向に平行であって矢印６によって示
される方向に延在するとみなすことができる。経路はねじ山の外表面に沿って、すなわち
その長さに沿って少しジグザグ構成に続く。波形はまた、ねじ切りまたは非ねじ切り円錐
形表面に沿って延在することもできる。
【００１６】
　図１ａに係る波形パターンは、下部パターンのそれに実質的に相応する経路を持つこと
ができ、あるいは後者の経路とは異なることができる。このパターンの谷の深さＤは、１
０ないし７５μｍの範囲で選択することができる。
【００１７】
　図１ｂに係る酸化物層５は、公知の技術を使用して選択しかつ構成することができる。
一実施形態では、波形パターン５は不規則にすることができる。孔の深さＦは変化するこ
とができ、０．０１ないし１０μｍ、好ましくは２ないし４μｍの範囲で選択することが
できる。



(6) JP 4404635 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

【００１８】
　本発明は、歯科的状況で、例えば図２で小柱部８および表層部９を持つように示された
顎骨８に関連して、インプラント７に適用することができる。インプラントは一つまたは
それ以上の外ねじ山７ａ、および顎骨９ａの上面９ｂから出現する部分７ｂを有する。イ
ンプラントの上に固定することができる補綴構造が１０で象徴的に示される。ねじ山表面
および出現部７ｂの外表面７ｂ’には異なる波形パターンの組合せを使用することができ
、最後に示した表面には、組織の取込みのプロセス中に細菌の蓄積に対抗するために、わ
ずかな表面の不規則性をもたらす波形パターンが設計される。インプラントの長手軸は７
ｃで示される。
【００１９】
　図３は、約７５μｍの深さを持つ中間の谷１２を有する長波１１の下部波形パターンを
持つ、パターンおよび層の組合せに基づくトポグラフィを示す。谷はねじ山上に実質的に
平行に延在し、インプラントの主長手方向にそれらのピッチに従う。パターンおよび層の
組合せは１３で示され、レーザ装置によって得られる中間長の波または短波の中間長の波
形パターン（図１、１ａ、および１ｂ参照）も含むことができる。上に載った酸化物層も
設けることができる。
【００２０】
　図４は、レーザ衝撃によって得られる中間長の波および酸化プロセスによって得られる
最上部酸化物層に基づくパターンの組合せを示すように意図されている。
【００２１】
　図５および６は、機械加工によって得られ、７５μの谷の深さを持つ長波の波形パター
ン、および１２５μの谷を持ち、酸化物層で被覆された機械加工（旋削）波形パターンを
持つパターンおよび層の組合せを示すように意図されている。
【００２２】
　酸化物層１４の形は、図７により詳細に示されている。酸化物層は下部波形パターンの
形状、すなわち１５によって示されたパターン形状に従う。それ自体公知の孔と隆線の配
列が層の頂面に存在する。
【００２３】
　図８は、異なる性質を持つ多数のパターンおよび層の組合せを示す。第一パターン組合
せ１６は、上記に従って機械加工および７５μｍの谷の作製によって得られた長波トポグ
ラフィを含む。長波トポグラフィは下部波形パターンとして役立ち、その上にそれ自体公
知の種類とすることができる酸化プロセスを使用して酸化物層が施与される。導入部に示
した参考文献を参照されたい。
【００２４】
　第二パターン組合せ１７では、中間長の波を持つ波形パターンを含む二重波トポグラフ
ィが使用される。この波形パターンは、インプラントの外表面または当該ねじ山の外表面
に衝撃を加えるレーザ装置を使用して、それ自体公知の方法で形成することができる。こ
の場合、中間長の波を持つパターン上に、酸化プロセスを使用してそれ自体公知の方法で
施与される酸化物層が配設される。
【００２５】
　さらなるトポグラフィ構成が１８で示される。この場合、インプラントの元来の表面ま
たはそのねじ山は、７５μｍの谷を持つ長波パターンが形成されるように、切削加工、例
えば旋削、フライス削り、またはショットピーニングによって作製される。中間に位置し
、例えば前記レーザ衝撃によって得られる中間長のトポグラフィを持つ波形パターンが、
第一波形パターン上に配設される。次に、中間に位置する前記層の上に酸化物層が配設さ
れる。
【００２６】
　図９で、上顎は１９で示され、下顎は２０で示される。図で、歯はそれぞれ２１および
２２によって示される。当該顎骨は様々な部分１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄおよび１
９ｅを含むことができる。異なる部分は異なる硬度を有し、インプラントを設ける場合、
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各々の場合に満足のいく埋込み結果を達成するために、それらに異なる処置を施す必要が
ある。したがって、硬質部分１９ａは低いＲａ値を持つインプラントを必要とする。この
場合、骨成長および組織の取込みは、骨と協働することができる表面を持つインプラント
の例えば表面積および表面体積にあまり依存しない。部分１９ｂおよび１９ｄは中間硬度
の骨を表し、ここでは、パラメータの選択に関して、他の考慮事項を適用することができ
る。部分１９ｃおよび１９ｅは軟質の骨部分を表し、ここでは再び、当該骨構造に対して
大きい表面積および大きい体積を持つインプラントを持つことが重要である。図９では、
コンピュータに基づく装置２３、２４を設け、それによって顎骨の状態、インプラントの
種類等を識別し、かつ評価することができる。装置２３および２４はまた当該インプラン
ト状況の解析も可能にし、当該状況に応じるために、可能な調整または仮想適用を行なう
ことができる。前記解析、調整等々は、関係する担当者の経験に基づいて実行することが
できる。ライブラリ機能も使用することができ、２３ａおよび２４ａによって表されてい
る。経験、標準機能、アルゴリズム等は前記ライブラリ機能に格納することができ、前記
画定、解析、および／または調整のために検索することができる。
【００２７】
　様々な骨部分のための走査機能を設けることができ、それは矢印２５、２６、および２
７によって示されている。図９による骨部分および顎骨は異なる患者に関連付けることが
でき、実線および破線の矢印は、各患者または患者群が、それ自体公知とすることのでき
る様々な装置２３および２４を使用することができ、それによって用を足すことができる
ことを示す。
【００２８】
　図９はまた、識別され、解析され、かつ／または調整された設置物またはインプラント
、インプラントの種類等が、実線の矢印によって表される注文情報ｉ１の一部を形成する
ように設計することができることも示す。注文は、多数の歯科医のために働く中央装置に
、または特定のグループの歯科医、外科医等用に意図された中央装置２８に送ることがで
きる。一実施形態では、情報ｉ１の転送は、それ自体公知の方法で公衆電話網および／ま
たはコンピュータネットワークを介して、行なうことができる。中央装置２８は、装置２
８からまたは装置２３、２４から直接データ情報（データファイル）を得る機械２９を含
むかあるいは今度は使用し、その情報によって様々な機械部分を制御することができる。
データ情報ｉ２は図では実線で表されている。実線の矢印すなわちデータ情報またはデー
タ情報項目ｉ１、ｉ２の通信は、双方向とすることができる。機械装置または生産装置は
様々な種類の機器を含み、あるいは使用することができる。したがって、例えば７５μｍ
の谷の深さを持つ波形パターンをもたらすために切削加工を行なう装置３０を使用するこ
とができる。図９では、１２５μｍの谷の深さを持つ波形パターンをもたらす切削加工を
行なう装置３１が設けられている。外表面のレーザ処理は装置３２で行なわれ、装置３３
では、酸化設備を使用して外表面に酸化物層が得られる。装置３２は代替的に、公知の方
法で振動運動を伴う切削加工を表すことができる。代替的に、装置３３はショットピーニ
ング装置、例えば公知の種類のサンドブラスト装置、または公知の方法で酸（フッ化水素
酸）および硝酸を使用するエッチング装置を表すことができる。ここで、フッ化水素酸お
よび硝酸からなるＨＦ混合物を使用することができる。
【００２９】
　様々な装置３０、３１、３２および３３はそれ自体公知の方法で設計することができ、
一般的先行技術を参照されたい。また、導入部で示した参考文献も参照されたい。インプ
ラントまたはフィクスチャを作製するためのブランクは、上述したパターン組合せを得る
ために処理され、インプラントまたは同等物はリンクによって、または３４で示された輸
送によって、様々な装置３０、３１、３２および３３に転送される。様々な処理段階が３
５、３６、３７および３８によって表されている。処理あるいは作製されたインプラント
の中央装置２８および歯科医、外科医、病院等への返送は、３９によって表されている。
中央装置は、注文を受け取り、機械２９における製作を確実にし、製作または処理された
インプラントを得る、中間段階を構成することができ、次いでインプラントは患者治療現
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し、表面終点またはねじ山終点で終了することができる。
【００３０】
　本発明は、例として上に掲げた例示的実施形態に限定されず、むしろ、特許請求の範囲
に記載する範囲および発明概念の範囲内でそれを変形することができる。同日に同一出願
人が出願した「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　ａ　ｓｕｒｆａｃｅ　ｓｔ
ｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｎ　ａｎ　ｉｍｐｌａｎｔ，ａｎｄ　ｓｕｃｈ　ａｎ　ｉｍｐｌａｎ
ｔ（インプラントに表面構造を作製するための方法およびそのようなインプラント）」と
称するスウェーデン特許出願も参照されたい。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、切削加工によって得られた第一の下部波形パターンの一部分の拡大線図
表現を示す。図１ａは、レーザ衝撃によって得られる、図１に対して拡大した第二の波形
パターンの線図表現を示す。図１ｂは、図１および１ａに対して拡大した、酸化によって
得られる層の線図表現を示す。図１ｃは、谷および山を持つねじ切りされたインプラント
の部分を縦断面図で示す。
【図２】部分的に示した顎骨内のインプラントを縦断面図で示す。
【図３】ねじ山の外表面が、下部谷をレーザ衝撃によって得られた中間波形パターンおよ
び最後に示した波形パターンの上に施与された酸化物層によって被覆するように設計され
て成る、インプラントの外ねじ山の部分を縦断面図で示す。
【図４】レーザ衝撃によって確立された中間波形パターンおよび前記パターンの上に施与
された酸化物層の下に構成されたインプラントの外ねじ山の部分を、図１に対して拡大し
た縦断面図で示す。
【図５】約７５μｍの波の高さまたは波の深さを持つ波形パターンを別の尺度の縦断面図
で示す。
【図６】切削加工によって得られ、１２５μｍの谷の深さおよび酸化物層の形の外部被覆
を持つ、波形パターンを縦断面図で示す。
【図７】上に載っている酸化物層の第一実施形態を外側から斜めに見た斜視図で示す。
【図８】様々な波形パターンの組合せをブロック図の形で示す。
【図９】顎骨の様々な骨部に波形パターンを割り当てるためのシステム、およびインプラ
ントの識別、転送、および作製のための部材を示す。
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